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は
じ
め
に

廬
山
慧
遠
（
以
下
、
慧
遠
）
は
中
国
を
代
表
す
る
仏
教
者
で
あ
る
。
慧
遠
の
活
動
し
た
時
代
は
中

国
人
に
よ
っ
て
仏
教
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
イ
ン
ド
か
ら
鳩
摩

羅
什
（
以
下
、
羅
什
）
が
龍
樹
の
仏
教
を
中
国
に
も
た
ら
し
た
。
慧
遠
が
長
い
間
研
究
を
行
っ
て
き

て
、
ま
た
羅
什
の
仏
教
に
触
れ
様
々
な
疑
問
が
生
じ
た
。
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

の
が
羅
什
と
の
往
復
書
簡
に
よ
る
問
答
で
あ
り
、
こ
の
往
復
書
簡
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
大
乗
大
義

章
』
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
十
八
の
問
答
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
十
八
の
問
答
の
中
で
第
一
問
答
か

ら
第
八
問
答
で
「
法
身
」
に
関
す
る
問
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
多
く
の
問
答
で
「
法
身
」
に
関
す
る
問

答
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
慧
遠
が
法
身
に
つ
い
て
疑
問
を
懐
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
大
乗
大
義
章
』
の
仏
身
観
に
つ
い
て
は
多
く
の
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が

（
１
）

、
本
論
文
で

は
『
大
乗
大
義
章
』
中
の
法
身
に
関
す
る
問
答
を
取
り
上
げ
慧
遠
と
羅
什
の
仏
身
観
を
確
認
し
、
問

答
後
の
慧
遠
の
仏
身
観
を
確
認
し
て
慧
遠
が
問
答
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
影
響
を
受
け
た
の
か
を
考

察
し
て
い
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
大
乗
大
義
章
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
問
答
が
行
わ
れ
た
理
由
も

考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
慧
遠
の
仏
身
観
を
中
心
に
据
え
、
そ

の
前
後
の
時
代
に
お
け
る
仏
身
観
を
考
察
す
る
た
め
の
一
助
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一
、『
大
乗
大
義
章
』
に
つ
い
て

『
大
乗
大
義
章
』
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
慧
遠
と
羅
什
と
の
往
復
書
簡
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
問
答
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
『
高
僧
伝
』
の
「
慧
遠
伝
」
に
よ
れ
ば

去
月
法
識
道
人
至
。
聞
君
欲
還
本
國
。
情
以
悵
然
。
先
聞
君
方
當
大
出
諸
經
。
故
來
欲
便
相
諮

求
。
若
此
傳
不
虛
衆
恨
可
言
。
今
輒
。
略
問
數
十
條
事
。
冀
有
餘
暇
一
二
為
釋
。
此
雖
非
經
中

之
大
難
。
欲
取
決
於
君
耳

（
２
）

法
識
道
人
と
い
う
人
が
廬
山
に
来
て
羅
什
が
本
国
へ
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
。
羅
什

の
翻
訳
活
動
の
邪
魔
に
な
る
と
思
い
質
問
を
し
な
い
で
い
た
が
、
帰
国
を
す
る
の
な
ら
ば
予
て
か
ら

疑
問
に
思
っ
て
い
た
数
十
條
の
疑
問
を
羅
什
に
送
っ
た
と
い
う
。
こ
の
慧
遠
の
求
め
に
羅
什
が
応
じ

て
二
人
の
間
に
書
簡
の
往
復
に
よ
っ
て
問
答
が
行
わ
れ
、
こ
の
問
答
が
後
に
『
大
乗
大
義
章
』
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し『
大
乗
大
義
章
』と
い
う
名
前
を
諸
目
録
に
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。『
歴
代
三
宝
紀

（
３
）

』（
以

下
『
三
宝
紀
』）
七
巻
と
『
大
唐
内
典
録

（
４
）

』（
以
下
『
内
典
録
』）
三
巻
「
歴
代
衆
経
伝
訳
所
従
録
」
で
は
、

慧
遠
の
著
作
と
し
て
「
問
大
乗
中
深
義
十
八
科
合
三
巻
幷
羅
什
答
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
二
つ
の
目
録
で
は
「
問
大
乗
中
深
義
十
八
科
云
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
十
八
の
問

答
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
で
き
る
が
、
そ
れ
が
現
行
の
『
大
乗
大
義
章
』
と
同
じ
か
と
い

う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
『
出
三
蔵
記
集
』（
以
下
『
出
三
』）
十
二
巻
の
中

に
収
録
さ
れ
る
陸
澄
が
撰
述
し
た
法
論
で
は
、
十
八
の
問
答
を
挙
げ
て
記
録
し
て
い
る
の
で
十
八
の

問
答
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る

（
５
）

。
法
論
に
記
録
さ
れ
て
い
る
十
八
の
問
答
と
現
行
の
『
大
乗
大

義
章
』
の
十
八
の
問
答
を
比
較
し
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
現
行
の
『
大
乗
大

義
章
』
に
順
じ
て
比
較
す
る
。

法
論
と
現
行
の
『
大
乗
大
義
章
』
の
十
八
問
答
を
比
較
す
る
と
法
論
に
記
さ
れ
て
い
る
「
問
法
身

非
色
」
と
「
重
問
遍
学
」
は
現
行
の
も
の
に
は
無
く
、
現
行
の
も
の
に
あ
る
「
次
問
受
決
法
幷
答
」

と
「
次
問
答
造
色
法
」
は
法
論
に
は
無
い
と
い
う
よ
う
に
異
同
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、

こ
れ
以
降
の
諸
目
録
で
は
『
問
大
乗
中
深
義
十
八
科
』
と
ま
と
め
ら
れ
た
形
で
記
録
さ
れ
て
い
る
た
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第
三
十
七
号

め
に
各
問
答
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
法
論
の
撰
述
は
お
そ
ら
く
四
七
二
年
夏
四
月

以
前
で
あ
り
、『
三
宝
紀
』
が
撰
述
さ
れ
た
の
は
五
九
七
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
に
現
行
の
形
に

ま
と
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
７
）

。

『
三
宝
紀
』と『
内
典
録
』で
は『
問
大
乗
中
深
義
十
八
科
』と
記
さ
れ
て
い
た
が『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

で
は
「
鳩
摩
羅
什
法
師
大
義
又
名
大
乗
大
義
章
三
巻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

慧
遠
と
羅
什
の
問
答
が
『
大
乗
義
章
』
又
は
『
大
乗
大
義
章
』
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

奈
良
朝
以
降
、
何
人
か
に
よ
っ
て
我
国
に
将
来
さ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
扱
っ
て
い
く
『
大
乗
大
義
章
』
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。

以
下
こ
の
書
を
使
い
当
時
中
国
仏
教
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
慧
遠
の
疑
問
と
な
っ
て
い
た
仏
身
観
に

つ
い
て
観
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
慧
遠
と
羅
什
の
仏
身
観
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
十
八
問
答
全
て
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
仏
身
に
関
す
る
問
答
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、『
大
乗
大
義
章
』
に
お
け
る
「
法
身
」

こ
こ
で
は
『
大
乗
大
義
章
』
で
法
身
に
関
す
る
第
一
問
答
か
ら
第
八
問
答
を
取
り
上
げ
て
、
慧
遠
と

羅
什
の
仏
身
観
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
く
。
便
宜
上
、本
文
の
標
題
を
利
用
し
て
論
を
進
め
て
い
く
。

（1）
「
初
問
答
真
法
身
」

佛
於
法
身
中
為
菩
薩
說
經
。
法
身
菩
薩
乃
能
見
之
。
如
此
則
有
四
大
五
根
。
若
然
者
。
與
色
身

復
何
差
別
。
而
云
法
身
耶
。
經
云
法
身
無
去
無
來
。
無
有
起
滅
。
泥
洹
同
像
。
云
何
可
見
。
而

復
講
說
乎

（
９
）

法
身
に
関
す
る
最
初
の
質
問
で
慧
遠
は
仏
が
法
身
中
に
経
を
説
き
、
法
身
菩
薩
は
そ
れ
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
と
い
う
が
、
経
を
説
い
た
り
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
法
身
に
も
四
大

五
根
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
法
身
に
四
大
五
根
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
法
身
と
色
身
と
の
違

い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
経
で
は
法
身
は
無
去
無
來
・
無
有
起
滅
・
泥
洹
同
像
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
法
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
法
を
説
く
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

の
が
慧
遠
の
最
初
の
質
問
で
あ
る
。

こ
の
質
問
に
対
し
て
羅
什
は

佛
法
身
者
。
同
於
變
化
。
化
無
四
大
五
根
。（
略
）
又
經
言
法
身
者
。
或
說
佛
所
化
身
。
或
說

妙
行
法
身
。
性
生
身
。
妙
行
法
性
生
身
者
。
真
為
法
身
也
。
如
無
生
菩
薩
。
捨
此
肉
身
。
得
清

淨
行
身
。（
略
）
真
法
身
者
。
遍
滿
十
方
虛
空
法
界
。
光
明
悉
照
無
量
國
土
。
說
法
音
聲
。
常

周
十
方
無
數
之
國
。
具
足
十
住
菩
薩
之
衆
。
乃
得
聞
法
。
從
是
佛
身
方
便
現
化
。
常
有
無
量
無

邊
化
佛
。
遍
於
十
方
。
隨
衆
生
類
若
干
差
品
。
而
為
現
形
。
光
明
色
像
。
精
麁
不
同
。（
略
）

佛
法
身
者
。
出
於
三
界
。
不
依
身
口
心
行
。（
略
）
真
法
身
者
。
猶
如
日
現
。
所
化
之
身
同
若

日
光
。（
略
）
若
一
佛
者
。
此
應
從
彼
而
有
。
法
性
生
佛
所
化
之
佛
。
亦
復
如
是
。
若
言
法
身

無
來
無
去
者
。
即
是
法
身
實
相
。
同
於
泥
洹
。
無
為
無
作
。
又
云
。
法
身
雖
復
久
住
。
有
為
之

法
。
終
歸
於
無
。
其
性
空
寂
。
若
然
者
。
亦
法
身
實
相
無
來
無
去
。
如
是
雖
云
法
身
說
經
。
其

相
不
生
不
滅
。
則
無
過
也）

（（
（

。

仏
の
法
身
は
変
化
と
同
じ
で
四
大
五
根
は
無
い
、法
身
に
は
仏
所
化
身
と
妙
行
法
性
生
身
と
が
あ
り
、

妙
行
法
性
生
身
が
真
法
身
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
説
明
の
中
で
無
生
法
忍
を
得
た
菩
薩
が
肉
身
を

捨
て
清
浄
行
身
を
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
法
身
菩
薩
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
。

真
法
身
と
は
十
方
虚
空
に
遍
満
し
光
明
は
無
量
国
土
を
照
ら
し
説
法
の
音
声
は
常
に
十
方
無
数
の

国
に
遍
じ
て
い
る
が
、
十
住
菩
薩
だ
け
が
そ
れ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
真
法
身
が
十
住
菩

薩
の
み
の
所
見
で
あ
る
の
は
真
法
身
が
三
界
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
身
口
心
の
は
た
ら
き
に
依
ら

二

現行の『大乗大義章』 法論

初問答眞法身 問法身

次重問法身幷答 重問法身

次問眞法身像類幷答 問眞法身像類

次問眞法身壽量幷答 問法身壽

次問三十二相幷答 問修三十二相

次問受決法幷答 ――

問法身感應幷答 問法身感應

次問法身佛盡本習幷答 問法身佛盡本習

次問答造色法 ――

次問羅漢受決幷答 問羅漢受

次問念佛三昧幷答 問念佛三昧

次問四相幷答 問四相

次問如法性眞際幷答 問如法性眞際

問實法有幷答 問實法有

次問分破空幷答 問分破空

次問後識追憶前識幷答 問後識追憶前識

次問遍學幷答 問遍學

次問住壽義幷答 問住壽

―― 問法身非色

―― 重問遍學

〈
表
１
〉
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な
い
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
所
化
身
は
真
法
身
か
ら
無
量
無
辺
に
現
化
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
衆
生
の
類
に
随
っ
て
現
れ
る
形
と
な
る
か
ら
色
像
や
光
明
は
同
じ
で
は
な
い
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
仏
所
化
身
は
九
住
以
下
の
菩
薩
等
の
所
見
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
真
法

身
と
所
化
身
の
関
係
に
つ
い
て
は
太
陽
と
そ
の
光
で
あ
る
と
い
い
、
そ
れ
は
本
来
異
な
る
も
の
で
は

な
い
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
仏
所
化
身
は
真
法
身
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

無
釆
無
去
と
い
う
の
は
泥
洹
と
同
じ
で
無
為
・
無
作
で
あ
る
法
身
実
相
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法

身
実
相
は
真
法
身
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
有
為
の
法
は
最
終
的
に
は
無
で
あ
る
が
性
と
し
て
は
空

寂
で
あ
る
。
有
為
の
法
は
真
法
身
よ
り
化
さ
れ
た
仏
所
化
身
の
こ
と
で
あ
る
。
仏
所
化
身
も
性
と
し

て
は
空
寂
と
い
う
こ
と
か
ら
観
れ
ば
無
釆
無
去
の
法
身
実
相
で
あ
る
と
い
う
。
法
身
が
経
を
説
く
と

い
う
の
は
相
が
不
生
不
滅
だ
か
ら
過
は
無
い
と
い
う
。
こ
こ
で
の
法
身
と
は
仏
所
化
身
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
仏
所
化
身
は
真
法
身
か
ら
化
さ
れ
た
も
の
で
両
者
は
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
仏

所
化
身
は
有
為
法
で
あ
る
が
性
と
し
て
は
空
寂
で
あ
り
空
寂
と
い
う
点
か
ら
観
れ
ば
法
身
実
相
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
経
を
説
く
法
身
は
仏
所
化
身
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
羅
什
が
示
し
た
こ
と
は
法
身
は
変
化
と
同
じ
で
四
大
五
根
は
無
い
、
法
身
に
は
仏
所
化
身

と
妙
行
法
性
身
と
が
説
か
れ
る
が
後
者
が
真
法
身
で
あ
る
、
真
法
身
は
十
方
虚
空
法
界
に
遍
満
し
光

明
は
無
量
国
土
を
照
ら
し
説
法
の
音
声
は
十
方
無
量
国
土
に
ゆ
き
わ
た
る
が
、
そ
れ
を
見
聞
で
き
る

の
は
十
住
菩
薩
だ
け
で
あ
る
、
仏
所
化
身
は
真
法
身
よ
り
化
さ
れ
た
も
の
で
九
住
以
下
の
菩
薩
等
の

所
見
で
あ
る
、
両
者
は
太
陽
と
そ
の
光
の
よ
う
な
関
係
で
本
来
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、
法
身
が
経

を
説
く
こ
と
に
つ
い
て
は
仏
所
化
身
が
経
を
説
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（2）
「
次
重
問
法
身
幷
答
」

こ
こ
で
は
第
一
問
答
の
末
で
羅
什
の
回
答
を
受
け
「
領
解）

（（
（

」
と
し
て
羅
什
の
回
答
を
三
つ
に
整
理

し
た
中
の
「
妙
行
法
性
生
身
」
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い
る
。

從
凡
夫
人
。
至
聲
聞
得
無
著
果
。
最
後
邊
身
。
皆
從
煩
惱
生
。
結
業
所
化
也
。
從
得
法
忍
菩
薩
。

受
清
淨
身
。
上
至
補
處
大
士
。
坐
樹
王
下
取
正
覺
者
。
皆
從
煩
惱
殘
氣
生
。
本
習
餘
垢
之
所
化

也
。
自
斯
以
後
生
理
都
絕
。（
略
）
得
忍
菩
薩
。
捨
結
業
受
法
性
生
身
時
。
以
何
理
而
得
生
耶
。

若
由
愛
習
之
殘
氣
。
得
忍
菩
薩
煩
惱
既
除
。
著
行
亦
斷
。
尚
無
法
中
之
愛
。
豈
有
本
習
之
餘
愛
。

設
有
此
餘
。
云
何
得
起
。（
略
）
假
使
慈
悲
之
性
。
化
於
受
習
之
氣
。
發
自
神
本
。
不
待
諸
根
。

四
大
既
絕
。
將
何
所
攝）

（（
（

凡
夫
か
ら
阿
羅
漢
果
を
得
て
最
後
身
に
至
る
ま
で
の
者
は
煩
悩
よ
り
生
じ
、
法
忍
を
得
て
清
浄
身
を

受
け
た
菩
薩
か
ら
補
處
大
士
の
樹
王
の
下
に
坐
し
て
正
覚
を
取
る
者
ま
で
は
煩
悩
の
残
気
よ
り
生

じ
、
こ
れ
以
降
の
者
に
生
ず
る
理
は
な
い
。
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
煩
悩
を
因
と
し
て
い
る
か
ら
煩

悩
を
除
き
法
に
対
す
る
愛
す
ら
無
い
の
だ
か
ら
残
気
も
無
い
得
忍
の
菩
薩
は
ど
う
や
っ
て
法
性
生
身

を
得
る
の
か
。
仮
に
慈
悲
の
性
が
愛
習
の
気
に
よ
っ
て
化
さ
れ
、
精
神
の
本
よ
り
起
こ
る
も
の
で
根

に
依
ら
な
い
と
し
て
も
四
大
が
無
い
か
ら
何
に
よ
っ
て
法
身
は
構
成
さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
は
法
身
菩
薩
で
あ
り
、
第
一
問
答
で
羅
什
が
妙
行
法
性
生
身
の
説
明
で
挙
げ
た
も
の

に
対
し
て
で
あ
り
、
ど
う
し
て
法
性
生
身
を
得
る
の
か
と
い
う
の
が
慧
遠
の
質
問
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
小
乗
で
は
賢
聖
が
得
る
無
漏
功
徳
や
三
蔵
経
を
法
身
と
名
づ
け
、
大
乗
で

は
諸
法
の
法
性
を
法
身
と
名
づ
け
る
と
小
乗
と
大
乗
で
法
身
と
名
づ
け
る
も
の
が
異
な
る
こ
と
を
示

し
、
大
乗
で
は
法
身
と
生
身
と
を
区
別
し
な
い
が
世
俗
の
分
別
に
随
え
ば
無
生
法
忍
の
菩
薩
が
肉
身

を
捨
て
後
に
受
け
る
身
を
法
身
と
す
る
と
述
べ
る）

（（
（

。
慧
遠
が
小
乗
と
大
乗
と
を
混
同
し
て
考
え
て
い

る
た
め
、
そ
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
慧
遠
の
質
問
に
対
し
て
は

如
大
乘
論
中
說
。
結
有
二
種
。
一
者
凡
夫
結
使
。
三
界
所
繫
。
二
者
諸
菩
薩
得
法
實
相
。
滅
三

界
結
使
。
唯
有
甚
深
佛
法
中
。
愛
慢
無
明
等
細
微
之
結
。
受
于
法
身
（
略
）
此
言
殘
氣
者
。
是

法
身
菩
薩
結
使
也
。
以
人
不
識
故
。
說
名
為
氣
。
是
殘
氣
不
能
使
人
生
於
三
界
。
唯
能
令
諸
菩

薩
。
受
於
法
身
（
略
）
無
三
界
麁
四
大
五
根
耳
。
為
度
衆
生
因
緣
故
現
。
緣
盡
則
滅）

（（
（

大
乗
で
は
凡
夫
の
煩
悩
と
菩
薩
の
煩
悩
の
二
種
類
あ
る
。
菩
薩
の
煩
悩
は
法
の
実
相
を
得
て
三
界
の

煩
悩
を
滅
す
る
が
甚
深
な
る
仏
法
に
対
す
る
愛
・
慢
・
無
明
等
の
細
微
な
煩
悩
が
あ
り
、
こ
れ
よ
っ

て
法
身
を
受
け
る
。
こ
れ
は
人
に
分
か
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
残
気
と
い
い
、
こ
れ
は
た
だ
菩
薩
に
法

身
を
受
け
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
問
答
で
は
法
身
菩
薩
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
慧
遠
は
煩
悩
に
よ
っ
て
生
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
か
ら
質
問
し
、
羅
什
は
煩
悩
に
は
二
種
類
あ
り
、
菩
薩
は
菩
薩
の
煩
悩
に
よ
っ
て
法
身
を
受
け

る
、
三
界
の
麁
な
る
四
大
五
根
が
無
い
だ
け
で
微
妙
な
四
大
五
根
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
身

は
因
縁
が
有
れ
ば
現
わ
れ
尽
き
れ
ば
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。
四
大
五
根
に
よ
っ
て
法
身
を
考
え
て
い

る
慧
遠
の
態
度
に
対
し
て
羅
什
は
「
如
是
不
應
以
四
大
五
根
為
實
。
謂
無
此
者
。
即
不
得
有
法
身

也）
（（
（

」
と
四
大
五
根
が
無
け
れ
ば
法
身
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
は
い
け
な
い
と
慧
遠
の
態
度
に
注
意

を
与
え
て
い
る
。

三
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（3）
「
次
問
真
法
身
像
類
幷
答
」

こ
こ
で
の
質
問
は
、
真
法
身
の
形
像
と
十
住
菩
薩
の
所
見
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

衆
經
說
佛
形
。
皆
云
身
相
具
足
。
光
明
徹
照
。
端
正
無
比
。
披
服
德
式
。
即
是
沙
門
法
像
。
真

法
身
者
。
可
類
此
乎
。（
略
）
佛
變
化
之
形
。
託
生
於
人
。
於
人
中
之
上
。
不
過
於
轉
輪
聖
王
。

是
故
世
尊
。
表
出
家
之
形
殊
妙
之
體
。
以
引
凡
俗
。
此
像
類
大
同
。
宜
以
精
麁
為
階
差
耳
。
且

如
來
真
法
身
者
。
唯
十
住
之
所
見
。
與
群
麁
隔
絕
。
十
住
無
師
。
又
非
所
須）

（（
（

こ
こ
で
慧
遠
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
真
法
身
の
形
像
と
そ
れ
が
十
住
菩
薩
の
み
見
る
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佛
の
変
化
形
は
人
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
真
法
身
で
は
な
く
仏
所
化
身
か
ら
考
え
、
そ
し
て
真
法
身
と
仏
所
化
身
の
関
連
か
ら
真
法

身
の
形
像
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
問
答
の
末
で
述
べ
た
領
解
の
中
の
「
法
身

同
化
。
無
四
大
五
根
。
如
水
月
鏡
像
之
類）

（（
（

」
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
慧
遠
は
四
大
五
根
が
無
く
て
も
何
か
形
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か

ら
真
法
身
に
も
何
か
形
が
あ
り
変
化
と
の
違
い
は
精
麁
の
違
い
と
考
え
て
い
い
の
か
と
い
う
。
そ
し

て
そ
れ
が
何
故
、
十
住
菩
薩
の
み
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
の
が
慧
遠
の
質
問
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
最
初
に

佛
法
身
菩
薩
法
身
。
名
同
而
實
異
。
菩
薩
法
身
雖
以
微
結
如
先
說
。
佛
法
身
即
不
然
。
但
以
本

願
業
行
因
緣
。
自
然
施
作
佛
事）

（（
（

仏
の
法
身
と
菩
薩
の
法
身
と
は
名
前
は
同
じ
で
あ
る
が
実
質
が
異
な
る
。
菩
薩
の
法
身
に
つ
い
て
は

第
二
問
答
で
菩
薩
の
煩
悩
に
よ
っ
て
法
身
を
受
け
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
問
答
で
は
仏
の
法
身
に

つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
は
本
願
行
業
と
い
う
因
縁
に
よ
っ
て
自
然
に
仏
事
を
行
う
と
い
う
。
そ
れ
を
説

明
す
る
た
め
に
『
密
迹
経
』
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

佛
身
者
無
方
之
應
。
一
會
之
衆
生
。
有
見
佛
身
金
色（
略
）如
以
一
音
。
而
衆
生
隨
意
所
聞（
略
）

或
聞
說
布
施
。
或
聞
說
持
戒
禪
定
智
慧
解
脫
大
乘
等
。
各
各
自
謂
為
我
說
法
。
是
法
身
神
力
無

所
不
能
。
若
不
爾
者
。
何
得
一
時
演
布
種
種
音
聲
種
種
法
門
耶
。
當
知
可
皆
是
法
身
分
也
。
白

淨
王
宮
佛
身
。
即
是
法
身
分
。
不
得
容
有
像
類）

（（
（

仏
の
法
身
と
は
無
方
の
應
で
あ
る
と
い
う
。
無
方
の
應
で
あ
る
か
ら
同
じ
会
座
の
衆
生
が
仏
身
を
金

色
と
見
た
り
、
銀
色
等
と
見
た
り
す
る
。
人
と
異
な
ら
な
い
と
見
た
り
、
仏
が
一
音
に
よ
っ
て
演
説

す
る
に
自
ら
の
意
に
随
っ
て
布
施
・
持
戒
等
が
説
か
れ
た
と
聞
き
、
ま
た
自
分
の
た
め
に
説
か
れ
た

と
思
う
。
こ
こ
か
ら
無
方
の
應
と
い
う
の
は
、
特
別
に
決
ま
っ
た
存
在
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
仏
の
法
身
の
神
通
力
に
は
出
来
な
い
こ
と
は
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら

法
身
と
神
通
力
と
は
離
れ
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
そ
し
て
白
浄
王
の
宮
殿
に
生
ま
れ

た
仏
身
も
法
身
の
一
分
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
問
答
で
羅
什
は
菩
薩
の
法
身
は
菩
薩
の
煩
悩
に
よ
っ
て
生
じ
、
仏
の
法
身
は
本
願
行
業
の
因

縁
に
よ
っ
て
自
然
に
仏
事
を
行
う
と
菩
薩
と
仏
の
法
身
を
区
別
し
て
示
し
、
目
に
見
え
る
存
在
を
求

め
る
慧
遠
に
対
し
て
仏
の
法
身
は
特
別
に
決
ま
っ
た
形
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
法
身
と
神
通
力

と
は
離
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。

（4）
「
次
問
真
法
身
寿
量
幷
答
」

こ
の
質
問
で
も
慧
遠
は
法
身
を
目
に
見
え
る
存
在
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
た

め
に
、
こ
こ
で
は
法
身
の
寿
量
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
た
場
合
に
生
じ
る
疑
問
を
羅
什
に
提
出
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
慧
遠
の
質
問
は

凡
夫
壽
。
皆
行
業
之
所
成
。
成
之
有
本
。
是
故
雖
精
麁
異
。
體
必
因
果
。
乘
來
答
云
。
法
身
菩

薩
非
身
口
意
業
所
造
。
若
非
意
業
。
即
是
無
因
而
受
果
。
其
可
然
乎）

（（
（

凡
夫
の
寿
命
と
い
う
の
は
行
業
に
よ
っ
て
い
る
。
法
身
菩
薩
は
身
口
意
の
業
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も

の
で
無
い
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
そ
う
す
る
と
因
が
無
い
の
に
果
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
質

問
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
二
問
答
で
の
質
問
と
似
た
内
容
の
質
問
で
あ
り
、
慧
遠
が
法
身
を
実
体
的

に
考
え
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。

こ
の
質
問
に
対
し
て
羅
什
は
、
再
度
法
身
に
関
し
て
の
概
説
を
述
べ
て
い
る
。

一
者
法
性
常
住
如
虛
空
（
略
）
二
者
菩
薩
得
六
神
通
。
又
未
作
佛
。
中
間
所
有
之
形
。
名
為
後

法
身
（
略
）
如
虚
空
無
作
無
盡
。
以
是
法
八
聖
道
分
六
波
羅
蜜
等
。
得
名
爲
法
。
乃
至
經
文
章

句
。
亦
名
爲
法）

（（
（

法
身
に
は
法
性
常
住
如
虚
空
を
指
す
場
合
と
六
神
通
を
得
て
ま
だ
仏
と
な
っ
て
い
な
い
間
に
受
け
る

身
を
指
す
場
合
の
二
種
類
あ
り
、
法
性
常
住
の
立
場
は
八
聖
道
や
六
波
羅
蜜
、
経
文
等
が
法
身
と
名

づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
次
に
法
身
を
実
体
的
の
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
慧
遠
の
態
度
に
注

四
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意
を
促
す
た
め
に
「
身
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

是
故
天
竺
但
言
歌
耶
。
秦
言
或
名
為
身
。
或
名
為
衆
。
或
名
為
部
。
或
名
法
之
體
相
。
或
以
心

心
數
法
名
為
身）

（（
（

イ
ン
ド
の
歌
耶
（kāya

）
を
翻
訳
し
た
も
の
が
身
で
あ
り
、
こ
れ
は
衆
・
部
・
法
の
体
相
・
心
心

数
法
等
を
身
と
名
づ
け
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
示
し
、
身
に
捉
わ
れ
て
い
る
慧
遠
の
態
度
に
注
意
を

与
え
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
前
提
と
な
る
内
容
を
述
べ
て
か
ら
慧
遠
の
質
問
に
対
し
て

而
此
中
真
法
身
者
。
實
法
體
相
也
。
言
無
身
口
意
業
者
。
是
真
法
身
中
說）

（（
（

身
口
意
業
が
無
い
と
言
っ
た
の
は
真
法
身
に
つ
い
て
で
あ
り
、
法
身
菩
薩
に
つ
い
て
で
は
な
い
と
し

た
。
こ
れ
は
、
慧
遠
が
法
身
菩
薩
と
仏
の
法
身
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
羅
什
が
示
し
た
も
の
は
、
真
法
身
と
い
う
の
は
実
法
の
体
相
で
あ
り
法
性
常
住
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
寿
量
や
身
口
意
の
業
が
あ
る
筈
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（5）
「
次
問
修
三
十
二
相
幷
答
」

三
十
二
相
を
備
え
る
た
め
に
修
行
を
す
る
の
は
結
業
身
か
法
身
か
と
い
う
こ
と
を
質
問
し
て
い
る
。

三
十
二
相
。於
何
而
修
。為
修
之
於
結
業
形
。為
修
之
於
法
身
乎
。若
修
之
結
業
形
。即
三
十
二
相
。

非
下
位
之
所
能
。
若
修
之
於
法
身
。
法
身
無
身
口
業
。
復
云
何
而
修
。
若
思
有
二
種
。
其
一
不

造
身
口
業
。
而
能
修
三
十
二
相
。
問
所
緣
之
佛
。
為
是
真
法
身
佛
。
為
變
化
身
乎
。
若
緣
真
法

身
佛
。
即
非
九
住
所
見
。
若
緣
變
化
。
深
詣
之
功
復
何
由
而
盡
耶
。
若
真
形
與
變
化
無
異
。
應

感
之
功
必
同
。
如
此
復
何
為
獨
稱
真
法
身
佛
妙
色
九
住
哉）

（（
（

結
業
身
と
す
れ
ば
下
位
の
者
が
修
行
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
法
身
と
す
れ
ば
法
身
に
は
身
口

業
が
無
い
か
ら
修
行
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
意
業
だ
け
で
修
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
時
に
対
象
と
す
る
の
は
真
法
身
か
変
化
身
か
。
真
法
身
と
す
れ
ば
九
住
以
下
の
菩
薩
は
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
変
化
身
と
す
れ
ば
深
く
詣
る
功
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
真

法
身
と
変
化
身
の
区
別
が
な
い
の
な
ら
何
故
真
法
身
だ
け
が
九
住
以
下
の
も
の
に
見
る
こ
と
が
出
来

な
い
の
か
。
こ
こ
で
は
三
十
二
相
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
法
身
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の

質
問
は
四
大
五
根
が
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
「
法
身
可
以
假
名
說
。
不
可
以
取
相
求）

（（
（

」
と
、
こ
こ
で
も
慧
遠
の
法
身
を

考
え
る
態
度
に
注
意
を
与
え
て
い
る
。そ
し
て
小
乗
で
は
仏
の
十
力
等
の
無
漏
法
を
法
身
と
名
づ
け
、

大
乗
で
は
菩
薩
が
無
生
法
忍
を
得
て
諸
煩
悩
を
断
じ
衆
生
を
導
く
た
め
に
受
け
る
身
を
法
身
と
名
づ

け
る
と
再
度
そ
れ
ぞ
れ
が
法
身
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。
三
十
二
相
に
つ
い
て
は

轉
輪
聖
王
。
人
中
第
一
。
唯
有
三
十
二
相
。
是
故
菩
薩
應
世
之
身
。
有
三
十
二
相
。
於
生
死
中
。

種
其
因
緣
。
於
菩
薩
法
身
。
令
增
益
明
淨）

（（
（

人
の
中
で
最
も
優
れ
た
転
輪
聖
王
も
三
十
二
相
は
持
っ
て
い
る
と
い
い
、
ま
た
人
間
の
世
に
応
じ
て

現
わ
れ
た
菩
薩
も
三
十
二
相
を
持
ち
、
菩
薩
が
法
身
を
得
る
時
に
益
を
得
、
明
浄
な
ら
し
め
る
と

三
十
二
相
の
説
明
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
問
答
の
概
説
的
な
内
容
で
あ
る
。

法
身
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
経
に
も
は
っ
き
り
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
が
道
理
か
ら
考
え
れ
ば
有
る

は
ず
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

。
ま
た
十
住
所
見
に
つ
い
て
は

又
佛
法
離
一
異
相
故
。
無
決
定
真
身
。
離
異
相
故
。
無
決
定
麁
身
。
但
以
人
顛
倒
罪
因
緣
故
。

不
能
見
佛
。
顛
倒
漸
薄
。
淨
眼
轉
開
乃
能
見
也
。
佛
身
微
妙
。
無
有
麁
穢
。
為
衆
生
故
。
現
有

不
同
。（
略
）
乃
至
真
法
身
。
十
住
菩
薩
。
亦
不
能
具
見
。
唯
諸
佛
佛
眼
。
乃
能
具
見
。
又
諸

佛
所
見
之
佛
。
亦
從
衆
緣
和
合
而
生
。
虛
妄
非
實
。
畢
竟
性
空
。
同
如
法
性
。
若
此
身
實
。
彼

應
虛
妄
。
以
不
實
故
。
彼
不
獨
虛
妄
。
虛
妄
不
異
故
麁
妙
同
。
宜
以
麁
身
。
能
為
衆
生
作
微
妙

因
緣
。
令
出
三
界
。
安
住
佛
道
。
亦
不
名
為
麁
也）

（（
（

仏
法
は
一
・
異
と
い
う
分
別
が
無
い
か
ら
麁
身
と
か
法
身
と
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
人

が
顛
倒
し
て
い
る
罪
に
よ
っ
て
仏
を
見
る
こ
と
が
出
来
ず
、
顛
倒
の
罪
が
徐
々
に
薄
く
な
る
と
浄
ら

か
な
眼
が
開
か
れ
仏
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
精
麁
が
あ
る
の
は
衆
生
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
そ
し
て
十
住
菩
薩
も
真
法
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
仏
の
仏
眼
に
よ
っ
て
の
み

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
仏
の
仏
眼
に
よ
っ
て
見
る
仏
も
衆
縁
和
合
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
虚
妄
で
あ
る
。
衆
生
が
見
る
も
の
も
仏
が
見
る
も
の
も
虚
妄
で
あ
り
、
麁
妙
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
慧
遠
が
十
住
所
見
と
い
う
こ
と
に
執
著
し
て
い
る
た
め
に
仏
の
仏
眼
に
よ
っ
て
の
み
見
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
出
し
て
質
問
に
答
え
て
い
る
。

こ
こ
で
羅
什
が
示
し
た
こ
と
は
、
法
身
は
仮
名
に
よ
っ
て
説
く
べ
き
も
の
、
大
乗
と
小
乗
と
を
区

別
し
て
考
え
る
こ
と
、
法
身
は
道
理
の
上
か
ら
考
え
れ
ば
あ
る
、
十
住
所
見
に
つ
い
て
は
仏
の
仏
眼

に
よ
っ
て
の
み
観
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

五
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（6）
「
次
問
受
決
法
幷
答
」

こ
こ
で
は
、
受
記
と
い
う
こ
と
と
法
身
と
を
関
連
さ
せ
て
質
問
を
し
て
い
る
。

受
決
菩
薩
。
為
受
真
法
身
決
。
為
變
化
之
決
。
若
受
變
化
之
決
。（
略
）
皆
非
眞
言
。
若
受
眞

法
身
決
（
略
）
此
復
何
功
徳
也）

（（
（

菩
薩
の
受
記
と
は
真
法
身
と
な
る
受
記
か
、
変
化
身
と
な
る
受
記
か
と
い
う
こ
と
を
質
問
し
て
い

る
。
そ
し
て
変
化
身
と
な
る
受
記
に
つ
い
て
は
真
言
に
非
ず
と
し
、
真
法
身
と
な
る
受
記
に
つ
い
て

は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
か
ら
か
け
離
れ
、
た
だ
十
住
菩
薩
だ
け
が
共
に
国
土
を
つ
く
る
の
だ
か
ら
、
ど
の

よ
う
な
功
徳
が
あ
る
の
か
と
変
化
身
と
な
る
受
記
と
真
法
身
と
な
る
受
記
の
両
方
に
疑
問
が
あ
る
と

い
う
。
こ
れ
は
受
記
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
真
法
身
仏
と
変
化
仏
と
を
区
別
す
る
た
め
に
出
さ
れ
た

質
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
真
法
身
に
つ
い
て
は
「
真
法
身
佛
。
正
當
獨
處
於
玄
廓
之

境）
（（
（

」
と
独
り
か
け
離
れ
た
悟
り
の
世
界
に
居
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を

質
問
し
て
い
る
。

こ
の
質
問
に
対
し
て
羅
什
は
、
ま
ず
受
記
に
つ
い
て
の
説
明
を
示
す
。
菩
薩
の
受
記
に
つ
い
て
は

衆
生
を
利
益
す
る
た
め
、久
し
く
菩
薩
道
を
行
ず
る
菩
薩
の
心
を
慰
め
る
た
め
に
変
化
身
に
対
し
て
、

法
身
に
対
し
て
受
記
す
る
と
受
記
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。

真
法
身
仏
が
独
り
か
け
離
れ
た
悟
り
の
世
界
に
居
る
こ
と
に
つ
い
て
は

當
其
獨
絶
於
玄
廓
之
中
。
人
不
蒙
益
。
若
從
其
身
。
化
無
量
身
。
一
切
衆
生
爾
乃
蒙
益）

（（
（

独
り
か
け
離
れ
た
さ
と
り
の
世
界
に
居
る
の
が
本
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
来
て
衆
生
を
教
化
す
る
な
ら

ば
問
題
は
な
い
。
諸
仏
は
無
量
無
辺
の
智
慧
と
方
便
よ
り
生
じ
、
そ
の
身
は
微
妙
で
あ
る
。
衆
生
の

功
徳
が
完
全
で
は
な
い
か
ら
仏
身
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
独
り
か
け
離
れ
た
世
界
に
居
た
ま
ま

で
は
一
切
衆
生
は
利
益
を
受
け
な
い
が
、
法
身
よ
り
無
量
の
身
を
化
し
て
一
切
衆
生
を
利
益
す
る
と

答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
真
法
身
は
独
り
か
け
離
れ
た
世
界
に
居
る
が
、
真
法
身
か
ら
化
さ
れ
た
身

つ
ま
り
仏
所
化
身
が
全
て
の
衆
生
を
利
益
す
る
の
だ
か
ら
問
題
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
仏
所
化
身
は
衆
生
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
問
答
で
は
真
法
身
と
変
化
身
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
問
答
に
於
い
て
羅

什
が
示
し
た
こ
と
は
、
真
法
身
と
い
う
の
は
独
り
か
け
離
れ
た
悟
り
の
世
界
に
居
て
、
そ
こ
に
い
る

限
り
衆
生
は
利
益
を
受
け
な
い
。
ま
た
真
法
身
は
仏
の
仏
眼
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
独
り

か
け
離
れ
た
悟
り
の
世
界
に
い
る
真
法
身
か
ら
化
さ
れ
た
仏
所
化
身
が
人
を
利
益
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

（7）
「
問
法
身
感
應
幷
答
」

こ
こ
で
は
神
通
力
を
取
り
上
げ
て
法
身
菩
薩
に
つ
い
て
の
質
問
を
出
し
て
い
る
。

法
身
菩
薩
。
無
四
大
五
根
。
四
大
五
根
則
神
通
之
妙
。
無
所
因
假）

（（
（

法
身
菩
薩
に
は
四
大
五
根
が
無
い
。
四
大
五
根
が
無
い
な
ら
ば
神
通
力
の
は
た
ら
き
も
因
る
所
が
無

い
。
菩
薩
は
神
通
力
を
用
い
て
衆
生
を
教
化
し
仏
国
土
を
清
く
す
る
が
、
法
身
菩
薩
に
は
四
大
五
根

が
無
い
か
ら
神
通
力
の
は
た
ら
き
よ
う
が
な
い
と
い
う
。
ま
た

則
十
住
之
所
見
。
絕
於
九
住
者
。
直
是
節
目
之
高
下
。
管
窺
之
階
差
耳）

（（
（

菩
薩
は
神
通
力
に
よ
っ
て
菩
薩
行
を
行
う
の
だ
か
ら
、
真
法
身
は
十
住
菩
薩
の
み
が
見
る
こ
と
が
で

き
九
住
菩
薩
と
絶
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
順
序
の
差
、
狭
い
見
識
の
差
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
こ

の
質
問
は
十
住
所
見
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
た
質
問
で
あ
る
。

こ
の
質
問
に
対
し
て
羅
什
は

法
身
義
以
明
法
相
義
者
。
無
有
無
等
戲
論
。
寂
滅
相
故
。
得
是
法
者
。
其
身
名
為
法
身
。
如
法

相
不
可
戲
論
。
所
得
身
亦
不
可
戲
論
若
有
若
無
也）

（（
（

法
相
は
有
無
等
の
戲
論
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
法
を
得
た
も
の
が
法
身
で
あ
る

か
ら
法
身
も
同
様
に
有
無
等
の
戲
論
を
す
べ
き
で
は
な
い
と
再
度
慧
遠
の
法
身
を
考
え
る
態
度
に
対

し
て
注
意
を
与
え
て
い
る
。
慧
遠
は
神
通
力
と
四
大
五
根
の
関
係
か
ら
法
身
に
つ
い
て
質
問
し
て
い

る
が
、
四
大
五
根
に
つ
い
て
は
、
三
界
の
凡
夫
の
よ
う
な
麁
法
の
身
が
無
い
と
い
う
だ
け
で
菩
薩
に

は
微
細
な
四
大
五
根
が
あ
り
、
微
細
だ
か
ら
無
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
欲
界
天
の
身
は
人
に
は
見
え

ず
、
色
界
諸
天
の
身
は
欲
界
天
に
は
見
え
な
い
と
い
う
よ
う
に
菩
薩
の
四
大
五
根
は
微
細
だ
か
ら
凡

夫
や
二
乗
の
よ
う
な
下
位
の
者
に
は
見
え
な
い
が
、
同
地
以
上
の
菩
薩
や
済
度
さ
れ
る
べ
き
者
に
は

見
え
る
と
い
う
。

四
大
五
根
と
神
通
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
世
間
の
神
通
は
四
大
五
根
を
必
要
と
す
る
が
、
法

身
菩
薩
の
神
通
は
世
間
の
神
通
と
は
異
な
り
四
大
五
根
を
必
要
と
し
な
い
。
だ
か
ら
四
大
五
根
を
神

通
の
本
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
述
べ
慧
遠
の
質
問
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
論
理
を
否
定
し
た
。

十
住
所
見
に
対
し
て
は

六
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若
九
住
十
住
所
見
。
麁
細
不
同
者
。
是
則
為
異
。
十
住
所
見
之
身
雖
妙
。
亦
非
決
定
。
何
故
。

唯
諸
佛
所
見
者
。
乃
是
法
身
決
定
。
若
十
住
所
見
是
實
者
。
九
住
所
見
應
是
虛
妄
。
但
此
事
不

然
。
故
有
所
見
精
麁
淺
深
為
異
也）

（（
（

と
十
住
の
所
見
を
真
実
だ
と
す
れ
ば
九
住
の
所
見
は
虚
妄
と
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
た
だ
精
麁
浅

深
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
精
麁
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
た
だ
仏

の
所
見
の
み
が
真
実
で
あ
る
と
言
う
。

こ
こ
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
四
大
五
根
が
無
い
の
で
は
な
く
、
微
細
だ
か
ら
下
位
の
者
に
は
見
え

な
い
だ
け
で
あ
る
。
世
間
の
神
通
は
四
大
五
根
を
必
要
と
す
る
が
、
法
身
菩
薩
の
神
通
は
四
大
五
根

を
必
要
と
し
な
い
か
ら
四
大
五
根
を
神
通
の
本
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
仏
の
仏
眼
に
よ
っ
て
見

る
も
の
の
み
が
完
全
な
法
身
で
あ
る
。
十
住
と
九
住
菩
薩
の
見
る
所
に
は
精
麁
・
深
浅
の
差
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（8）
「
次
問
法
身
佛
盡
本
習
幷
答
」

こ
こ
で
は『
大
智
度
論
』と『
法
華
経
』と
で
説
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
質
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。

大
智
論
曰
。
阿
羅
漢
辟
支
佛
盡
漏
。
譬
燒
草
木
。
烟
炭
有
餘
。
力
劣
故
也
。
佛
如
劫
燒
之
火
。

一
切
都
盡
無
殘
無
氣
。
論
又
云
。
菩
薩
違
法
忍
得
清
淨
身
時
。
煩
惱
已
盡
。
乃
至
成
佛
。
乃
盡

餘
氣
。
如
此
則
再
治
而
後
畢
劫
不
重
燒
。
云
何
為
除
耶
。
若
如
法
華
經
說
。
羅
漢
究
竟
。
與
菩

薩
同
。
其
中
可
以
為
階
差
。
煩
惱
不
在
殘
氣
。（
略
）
又
問
真
法
身
佛
。
盡
本
習
殘
氣
時
。
為

以
幾
心
。
為
三
十
四
心
耶
。
為
九
無
礙
九
解
脫
耶
。
為
一
無
礙
一
解
脫
耶）

（（
（

『
大
智
度
論
』
で
は
、
阿
羅
漢
と
辟
支
仏
は
煩
悩
を
尽
く
す
が
餘
気
が
残
り
、
菩
薩
は
無
生
法
忍
を

得
た
時
に
煩
悩
、
成
仏
す
る
時
に
残
気
を
尽
く
す
と
い
い
、『
法
華
経
』
は
阿
羅
漢
も
究
極
的
に
は

菩
薩
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
煩
悩
の
残
気
に
よ
っ
て
別
と
な
し
、
後
者
は
煩
悩
の
断
の
過

程
に
よ
っ
て
別
と
す
る
。
真
法
身
は
本
習
残
気
を
尽
く
す
時
に
ど
れ
だ
け
の
段
階
を
経
て
尽
く
す
の

か
、
残
気
は
ど
の
よ
う
に
し
て
尽
く
さ
れ
る
の
か
と
い
う
。
こ
れ
は
第
二
問
答
の
羅
什
が
法
身
の
生

ず
る
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
残
気
で
あ
る
と
答
え
に
関
連
し
て
出
さ
れ
た
質
問
と
思
わ
れ
る
。
法
身

菩
薩
に
は
残
気
が
あ
る
が
、
法
身
仏
に
は
無
い
の
が
違
い
で
あ
る
か
ら
煩
悩
の
残
気
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
尽
く
さ
れ
る
の
か
と
い
う
の
が
慧
遠
の
質
問
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
大
乗
と
小
乗
の
煩
悩
の
残
気
に
つ
い
て
の
考
え
方
述
べ
て
い
る
。
小
乗
で
は

七

佛
與
阿
羅
漢
辟
支
佛
俱
共
得
。
若
斷
諸
煩
惱
。
無
復
有
異
。（
略
）
又
以
菩
薩
至
坐
道
場
。
乃

斷
煩
惱
。
是
故
分
別
習
。
有
餘
無
餘
為
異
耳）

（（
（

。

煩
悩
を
断
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
仏
・
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
に
異
な
り
は
な
い
。
ま
た
菩
薩
は
道
場

に
坐
す
時
に
煩
悩
を
断
ず
る
と
い
う
か
ら
残
気
を
断
ず
の
で
は
な
い
。
小
乗
で
は
残
気
と
い
う
も
の

は
説
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
乗
で
は
論
師
の
間
に
異
論
が
あ
る
と
し
て
二
つ
の
意
見

を
挙
げ
て
い
る
。

①
菩
薩
斷
煩
惱
。
得
漏
盡
通
者
。
則
同
漏
盡
阿
羅
漢
。
漏
盡
阿
羅
漢
。
永
不
復
生
。
是
事
不
然
。

所
以
者
何
。
以
菩
薩
未
斷
習
氣
。
而
證
於
涅
槃
。
無
大
悲
心
故
。

②
菩
薩
得
無
生
法
忍
時
。
三
界
繫
煩
惱
。
及
習
氣
俱
盡
。
而
法
身
菩
薩
。
別
有
結
使
未
滅
。
雖

然
亦
不
妨
習
行
佛
道
（
略
）
是
菩
薩
結
使
。
並
地
地
中
斷
。
至
坐
道
場
。
實
欲
成
佛
。
爾
乃
滅
盡）

（（
（

（
加
筆
、
筆
者
）

①
は
菩
薩
が
煩
悩
を
断
じ
て
漏
盡
通
を
得
た
と
し
て
も
漏
盡
通
を
得
た
阿
羅
漢
と
同
じ
で
は
な
い
。

漏
盡
の
阿
羅
漢
は
習
気
を
断
じ
て
い
な
い
の
に
涅
槃
を
證
し
、
ま
た
大
悲
心
が
無
い
か
ら
生
を
受
け

る
こ
と
は
な
い
が
、
菩
薩
に
は
こ
の
二
つ
の
こ
と
が
無
い
か
ら
生
を
受
け
続
け
る
と
い
う
。
②
は
凡

夫
の
よ
う
な
三
界
に
繋
が
れ
る
煩
悩
や
習
気
は
断
じ
て
い
る
が
、
こ
の
他
に
ま
だ
滅
し
て
い
な
い
煩

悩
が
あ
る
。
こ
の
煩
悩
は
仏
道
修
行
の
妨
げ
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
地
地
中
に
断
じ
ら
れ
成
仏
す

る
時
に
滅
し
尽
く
さ
れ
る
と
い
う
。
①
、
②
か
ら
考
え
れ
ば
、
煩
悩
に
は
凡
夫
の
煩
悩
と
仏
道
修
行

の
妨
げ
と
な
ら
な
い
煩
悩
が
あ
り
、
後
者
の
煩
悩
は
菩
薩
の
煩
悩
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
法
身
菩
薩
は
煩
悩
を
徐
々
に
断
じ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。菩
薩
の
煩
悩
に
つ
い
て
は
、

罪
業
は
起
こ
さ
な
い
が
疾
か
に
仏
道
に
至
ら
せ
る
こ
と
も
し
な
い
。
そ
の
煩
悩
は
法
身
菩
薩
が
成
仏

す
る
時
に
滅
し
尽
く
さ
れ
る
。
こ
の
煩
悩
を
断
つ
こ
と
で
成
仏
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
法
身
仏
に

つ
い
て
は

佛
以
一
念
慧
。
斷
一
切
煩
悩
習）

（（
（

佛
は
一
念
の
慧
に
よ
っ
て
一
切
の
煩
悩
習
を
断
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
法
身
仏
は
煩
悩
を
一
時

に
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
答
で
は
煩
悩
断
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
質
問
が
出
さ
れ
て
い
た
。
煩
悩
に
は
凡
夫
の
煩

悩
と
菩
薩
の
煩
悩
が
あ
り
、法
身
菩
薩
は
成
仏
す
る
時
に
菩
薩
の
煩
悩
を
断
つ
。
菩
薩
の
煩
悩
と
は
、

罪
業
は
起
こ
さ
な
い
が
疾
か
に
仏
道
に
至
ら
せ
る
こ
と
も
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
習
（
＝
残
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気
）
と
い
う
。
煩
悩
の
断
じ
方
で
は
法
身
菩
薩
は
徐
々
に
断
た
れ
、
法
身
仏
は
一
時
に
断
つ
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
が
『
大
乗
大
義
章
』
に
お
け
る
法
身
に
関
す
る
問
答
で
あ
る
。
こ
の
法
身
に
関
す
る
問
答
を

通
じ
て
慧
遠
は
四
大
五
根
を
中
心
に
し
て
法
身
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。そ
れ
は「
四

大
五
根
が
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
色
身
と
法
身
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
」「
生
と
い
う
の
は
煩

悩
・
残
気
に
よ
っ
て
い
る
が
、
法
身
菩
薩
に
は
無
い
。
煩
悩
の
残
気
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
拠
り

所
と
な
る
身
が
な
い
。
そ
う
す
る
と
法
身
菩
薩
に
は
四
大
五
根
が
無
い
か
ら
何
に
よ
っ
て
法
身
は
構

成
さ
れ
る
の
か
」「
法
身
は
変
化
と
同
じ
で
四
大
五
根
は
無
い
。
水
に
映
っ
た
月
、
鏡
に
映
っ
た
像

の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
羅
什
の
回
答
を
受
け
「
四
大
五
根
が
無
い
と
し
て
も
水
に
映
っ
た
月
等
と

言
う
か
ら
に
は
何
か
形
が
あ
る
。
法
身
と
変
化
の
形
の
違
い
は
何
か
」「
身
口
意
業
が
無
い
の
だ
か

ら
三
十
二
相
を
備
え
る
た
め
の
修
行
は
で
き
な
い
」「
四
大
五
根
が
無
け
れ
ば
神
通
力
の
は
た
ら
き

よ
う
が
な
い
」
と
四
大
五
根
か
ら
法
身
を
考
え
、
実
体
的
な
も
の
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
対
し
羅
什
は
大
乗
と
小
乗
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
、
大
乗
の
法
身
を
考
え
る
場
合

は
大
乗
の
立
場
で
考
え
な
く
て
な
ら
な
い
こ
と
を
幾
度
も
述
べ
慧
遠
の
態
度
に
注
意
を
与
え
た
。
実

体
的
に
考
え
て
い
る
慧
遠
の
態
度
に
対
し
て
「
法
身
は
仮
名
に
よ
っ
て
説
く
」
や
「
理
に
よ
っ
て
考

え
れ
ば
」
等
と
法
身
は
実
体
的
な
存
在
で
は
な
く
そ
れ
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
仮
に
法
身
と
名

づ
け
た
の
で
あ
り
、
理
か
ら
考
え
れ
ば
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

羅
什
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
般
若
思
想
が
中
国
で
説
か
れ
た
。そ
し
て
羅
什
が
示
し
た
法
身
説
は「
法

身
は
変
化
と
同
じ
で
四
大
五
根
は
無
い
。
真
法
身
は
十
方
法
界
に
遍
じ
無
量
国
土
を
照
ら
し
説
法
の

音
声
は
十
方
無
数
国
に
ゆ
き
わ
た
る
。
法
身
仏
の
は
た
ら
き
は
本
願
業
行
の
因
縁
に
因
っ
て
い
る
。

ま
た
法
身
の
は
た
ら
き
は
無
方
の
応
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、『
大
乗
大
義
章
』
以
降
の
慧
遠
の
「
法
身
」

こ
こ
で
は
慧
遠
が
『
大
乗
大
義
章
』
で
の
問
答
を
通
じ
て
羅
什
の
影
響
を
ど
の
程
度
受
け
た
か
を

確
認
す
る
。
そ
の
た
め
に
問
答
以
降
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
慧
遠
の
著
作
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

羅
什
と
の
問
答
以
降
に
書
か
れ
た
慧
遠
の
著
作
と
し
て
、
こ
こ
で
は
『
佛
影
銘
』
を
取
り
上
げ
る

こ
と
に
す
る
。
こ
の
本
書
の
末
に
「
晋
の
義
煕
八
年
に
臺
を
築
き
、
そ
の
翌
年
の
九
月
三
日
に
こ
の

八

銘
を
記
し
た）

（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
義
煕
九
（
四
一
三
）
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

慧
遠
は
義
煕
一
二（
四
一
六
）年
卒
で
あ
る
か
ら
最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
は「
法

身
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
「
法
身
」
と
い
う
語
を
ど

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。
法
身
に
つ
い
て

自
我
而
觀
則
有
間
於
無
間
矣
求
之
法
身
原
無
二
統
。
形
影
之
分
孰
際
之
哉）

（（
（

我
の
立
場
か
ら
観
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
別
で
は
な
い
も
の
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
法

身
の
立
場
か
ら
観
れ
ば
、
も
と
も
と
一
つ
で
あ
る
。
形
と
影
と
は
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
形
と
影
と
に
つ
い
て
は

或
獨
發
於
莫
尋
之
境
。
或
相
待
於
既
有
之
場
。
獨
發
類
乎
形
。
相
待
類
乎
影）

（（
（

尋
ね
る
こ
と
が
出
来
な
い
境
、
つ
ま
り
悟
り
の
世
界
に
独
り
で
い
る
場
合
を
形
と
い
い
、
そ
こ
か
ら

現
象
世
界
に
現
れ
た
場
合
を
影
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
悟
り
の
世
界
に
独
り
で
い
る
場
合

（
形
）
と
現
象
世
界
に
現
れ
た
場
合
（
影
）
と
は
、
法
身
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
別
々
の
も
の
で
は
な

く
一
つ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
慧
遠
が
羅
什
の
示
し
た
法
身
の
考
え
方
の
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
身
を
四
大
五
根
の
有
無
と
い
う
実
体

的
な
目
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
考
え
て
質
問
し
て
い
た
頃
に
比
べ
れ
ば
進
展
し
た
考
え

方
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
法
身
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は

法
身
之
運
物
也
。
不
物
物
而
兆
其
端
。
不
圖
終
而
會
其
成
。
理
玄
於
萬
化
之
表
。
數
絕
乎
無
名

者
也）

（（
（

法
身
の
は
た
ら
く
時
は
、
物
を
物
と
し
て
意
識
せ
ず
自
然
に
は
た
ら
き
、
果
を
考
え
る
こ
と
無
く
そ

の
功
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

妙
尋
法
身
之
應
。
以
神
不
言
之
化
。
化
不
以
其
所
感）

（（
（

法
身
が
衆
生
に
応
じ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、そ
れ
は
言
葉
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、

教
化
に
は
決
ま
っ
た
も
の
は
無
く
感
ず
る
所
に
随
っ
て
受
け
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
は
『
大
乗
大
義
章
』
で
の
問
答
を
通
じ
て
慧
遠
が
羅
什
の
法
身
の
考
え
方
の
影
響
を
受
け

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
た
め
に
問
答
以
降
の
著
作
の
『
佛
影
銘
』
を
取
り
上
げ
て
法
身
に
つ
い

て
観
て
き
た
。
こ
の
中
で
慧
遠
は
法
身
に
つ
い
て
「
法
身
が
は
た
ら
く
時
、
物
を
物
と
し
て
意
識
し
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な
い
。
悟
り
の
世
界
に
居
る
場
合
（
形
）
と
現
象
世
界
に
現
れ
る
場
合
（
影
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
法

身
か
ら
観
れ
ば
一
つ
で
あ
り
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
法
身
が
衆
生
に
応
じ
る
と
い
う
の
は
言

葉
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
教
化
に
は
決
ま
っ
た
も
の
は
な
い
」
等
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は

四
大
五
根
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
時
に
比
べ
れ
ば
進
展
し
た
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に

而
今
之
聞
道
者
。
咸
摹
聖
體
於
曠
代
之
外
。
不
悟
靈
應
之
在
茲
。
徒
知
圓
化
之
非
形
。
而
動
止

方
其
跡
。
豈
不
誣
哉）

（（
（

今
の
仏
教
者
た
ち
は
、
聖
な
る
体
（
＝
仏
陀
の
身
体
）
を
過
去
に
求
め
、
霊
妙
な
感
応
が
現
在
現
れ

て
い
る
こ
と
を
悟
ら
な
い
と
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
仏
教
者
た
ち
の
態
度
が
間
違
っ
て
い
る
と

も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
羅
什
と
の
問
答
を
通
じ
て
慧
遠
の
考
え
方
が
進
展
し
た
と
見
る

こ
と
が
出
来
る
。

問
答
以
降
の
著
作
で
あ
る
『
佛
影
銘
』
に
よ
っ
て
羅
什
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
著
作
で
は
「
法
身
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
悟
り
の
世
界
に
い
る
場
合
と
現
象
世
界
に
現
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ

ら
は
別
々
な
も
の
で
は
無
く
一
つ
で
あ
る
。
教
化
に
は
決
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
法
身
が
は
た
ら
く

時
に
は
物
を
物
と
意
識
し
な
い
。
今
、
霊
応
が
現
れ
て
い
る
の
に
気
が
付
か
な
い
」
等
と
述
べ
て
い

た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
問
答
中
に
四
大
五
根
を
中
心
に
し
て
法
身
を
考
え
て
い
た

態
度
と
比
べ
れ
ば
進
展
し
た
内
容
を
述
べ
て
い
る
と
言
え
る
内
容
で
あ
る
。『
佛
影
銘
』
だ
け
か
ら

で
は
あ
る
が
、
慧
遠
は
羅
什
と
の
問
答
を
通
じ
て
羅
什
の
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
め

以
上
、『
大
乗
大
義
章
』
の
法
身
に
関
す
る
第
一
問
答
か
ら
第
八
問
答
を
通
じ
て
慧
遠
と
羅
什
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
身
説
を
確
認
し
、
問
答
以
降
の
著
作
で
あ
る
『
佛
影
銘
』
に
よ
っ
て
慧
遠
が
羅
什
の

影
響
を
ど
の
程
度
受
け
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
き
た
。『
大
乗
大
義
章
』
で
は
終
始
、
四
大
五
根

に
こ
だ
わ
っ
て
法
身
を
考
え
、
実
体
的
に
考
え
て
い
た
。
し
か
し
問
答
後
に
著
し
た
『
佛
影
銘
』
で

は
、
四
大
五
根
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
時
に
比
べ
進
展
し
た
考
え
方
を
述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
中

で
今
の
仏
教
者
た
ち
の
法
身
の
考
え
方
に
つ
い
て
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。『
佛

影
銘
』
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
が
、
羅
什
の
影
響
は
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
『
大
乗
大
義
章
』
の
問
答
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「『
大
智
論
抄
』
を
書
く
た
め
に

問
答
が
行
わ
れ
た）

（（
（

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
法
身
に
関
す
る
問
答
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
が
、
慧
遠

が
長
い
年
月
行
っ
て
き
た
仏
教
の
研
究
に
よ
っ
て
多
く
の
疑
問
が
生
じ
、
そ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た

め
に
羅
什
に
質
問
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
大
乗
大
義
章
』
の
中
で
は
同

じ
よ
う
な
問
答
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
羅
什
か
ら
の
答
に
対
し
て
疑
問
が
あ
れ
ば
そ

の
内
容
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
自
ら
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
行
わ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
『
大
乗
大
義
章
』
で
は
法
身
に
関
す
る
問
答
以
外
に
も
大
乗
と
小
乗
、
空
、
経
典
間
の
理
解
、

念
佛
三
昧
、
成
仏
等
に
関
す
る
問
答
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
は
こ
れ
ら
の
問
答
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
き
た
い
。
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